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雲南市

定住推進員による
空き家の紹介

移住者

② 空き家片づけ事業補助金の申請

⑧ 補助金の支払（完了検査後、口座
振替にて）

① 空き家バンクへの登録

所有者

片付け業者

地域活動や自治会への参加

⑤ 空き家片づけ事業補助金の実績報告書

工事代金の支払

④ 片づけ

③ 空き家片づけ事業補助金の交付決定

⑦ 空き家片づけ事業補助金の請求

⑥ 空き家片づけ事業補助金の確定通知
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【空き家片づけ事業補助
金の手続きについて】
□ 空き家バンクへの登録が必
要です。（空き家バンク物件への
入居は地域づくり活動や自治会
加入に積極的参加する方をお願
いしています。）

□ 所有者、または地域自主組
織、自治会等、ＮＰＯ法人が申請
者となります。

□ 原則、入居する前に片付けを
することが要件です。

□ 申請に関する手順は、この図
の①～⑩の順に進みます。

□ この補助金は同一物件及び
同一申請者に対して一回限りとし、
住宅として居住に必要な部分の
片づけに要する経費に限ります。

④ 片づけ

申請者


